
契約者は「保護者」 

子供を守る主体も「保護者」 
 

 

令和６年１２月   

 佐野市立○○○○学校保護者 様 

 

 佐野市ＰＴＡ連合会長    北 岡 篤 哉   

佐野市教育委員会教育長   津布久 貞 夫   

佐野市立小・中学校長会長  塚 田 良 雄   

佐野市立○○○○学校長   ○ ○ ○ ○   

佐野警察署長        三 森 義 功   

 

 

 

 

 

 

 

スマートフォン、携帯電話、タブレット、ゲーム機

など、様々な機器がインターネットにつながっており、

どれもネット依存やネットトラブルの原因となる可

能性があります。 

子供たちが正しい知識を身に付け、スマートフォ

ン・携帯電話等を適切に利用できるように、また、イ

ンターネットトラブルから子供たちを守れるように

以下の点について御理解と御協力をお願いします。 

保護者ができる６つのポイント 
１ 家庭のルールを子供と一緒に作りましょう。 
２ 率先してマナーを守り、よい手本になりましょう。 

３ 
フィルタリングや時間管理等のペアレンタルコントロール 

で安全な利用環境を整えましょう。 
４ 子供の利用状況を確認しましょう。 
５ 家庭で作ったルールが守られているか確認しましょう。 
６ 保護者も学び、インターネット等の知識を深めましょう。 
※ フィルタリング・・・インターネットで閲覧できる内容を制限すること 

※ ペアレンタルコントロール・・・情報通信機器の利用方法を、保護者が監視・制限する取組のこと 

★ スマートフォンや携帯電話等の管理責任は購入した「保護者」にあります。 

 

  

佐野市の子供たちを守り、育てるために、 

スマートフォン・携帯電話等の利用のルールとマナーについて 

家庭でしっかりと話し合いましょう。 

スマートフォンや携帯電

話等、インターネットを

「安全・安心・適切」に 

利用できる子供たちを 

育てましょう。 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

参考資料：総務省「インターネットトラブル事例集（2024年版）」 

○２４時間子供ＳＯＳダイヤル（文部科学省） 

      ０１２０－０－７８３１０ 

※毎日２４時間対応しています。 

○佐野市教育センター 教育相談専用電話 

      ０２８３－２０－３０４８ 

※様々な悩みや困りごとに対応しています。 

○子どもの人権１１０番（法務局） 

      ０１２０－００７－１１０ 

※月～金曜日の８時３０分～１７時１５分につながります。 

○ヤングテレホン（栃木県警察） 

      ０１２０－８７－４１５２ 

※月～金曜日の９時～１６時につながります。 

※     ＃9110でも最寄りの警察の相談窓口につながります。 

○「まもろうよ こころ」（厚生労働省） 

https://www.mhlw.go.jp/mamorouyokokoro/ 

※電話やチャットなど、いろいろな相談窓口

を紹介しています。 

○チャイルドライン 

（ＮＰＯ法人チャイルドライン支援センター） 

      ０１２０－９９－７７７７ 

※毎日１６時～２１時につながります。 

○SNS相談＠とちぎ２０２４（対象生徒（中学生）に QRコード付き周知カードを配布しました。スマートフォン等を用いて QRコードを読み込むことで登録を行い、LINEを使って相談ができます。） 

 【相談期間】令和７年３月３０日（日）まで 毎週日曜日 １９時～２１時 

（次の期間は毎日受付） 令和７年１月５日（日）～７日（火）、令和７年１月１１日（土）～１３日（月） 

◇ 

考えてみよう！ 

○さまざまな理由から、行き過

ぎた投稿をする人がいます。

もしもそれが、脅迫や犯行予

告、誹謗中傷とみなされたら

どうなるでしょう？ 

○！！ 

社会全体で問題意識が高まっています。 
 
※相手の人格を否定または攻撃する言い回し

は、批判ではなく誹謗中傷です。 

 

子どもも、大人も気を付けよう！ 

・通報により警察が動く 

匿名でも投稿者の特定は

できます。「冗談のつもり

だった・・・」などの言い

訳は通用しません。 

・こんな投稿を見つけたら 

通報（報告）ボタンなどを使っ

て運営側に連絡。巻き込まれ

ない方法で対応しましょう。 



 


